
特定非営利活動法人通訳ガイ ド

&コ ミュニケーション ロスキル研究会定款

第 1章 総 則
(名 称 )

第 1条  この法人は、特定非営利活動法人通訳ガイ ド&コ ミュニケーシ ョン・スキル研

究会 といい、略称を NPO 法人 GICSS 研究会、英文名 を Non― Profit

Organization Guide lnterpreting&Communication Skill Studies Association

とい う。

(事務所 )

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区にお く。

(目 的 )

第 3条  この法人は、通訳や観光通訳ガイ ドをは じめ外国人 とのビジネスや各種交流

で多文化 との掛け橋役 をする人や、これか らそれ らの業務を目指す一般市民を

対象 として、通訳ガイ ド、コミュニケーション技術研鑽のための研究や指導事

業、多文化間交流のための情報交換や普及・啓発事業を行い、これ らの人々が、

品位 を維持 しなが ら業務能力の進歩改善を実現 して国際人 としての意識 を高め

るの と同時に、さらに広 く一般市民、特に青少年に対 して 日本文化や多文化間

理解への認識 と日本文化の紹介技術を普及・啓発 して 日本社会の国際化活動に

寄与す ることを目的 とす る。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の 目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行 う。

1)社会教育の推進 を図る活動

2)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

3)国際協力の活動

4)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

5)子供の健全育成 を図る活動

6)情報化社会の発展 を図る活動

7)経済活動の活性化を図る活動

8)職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援す る活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の 目的を達成す るため、特定非営利活動に係 る事業 とし

て、次の事業を行 う。



(1)通訳ガイ ドや コミュニケーション・スキルの研究や研鑽に係わる研修や

支援活動

1、 通訳ガイ ド研修会・実地研修会

2、 日本文化 (美術、宗教、歴史等)研究・指導

3、 多文化多言語 コミュニケーシ ョン研究・指導

4、 各種イベン トの企画・運営

5、 外国人受け入れ施設等での接客サー ビスの指導

6、 一般市民向けガイ ド講演会・学習会の開催

7、 一般市民、特に青少年に対 して 日本文化や多文化間の円滑なコミュニ

ケーシ ョンを図る技術の紹介事業

8、 インターネ ッ ト上のサイ トの活用などによる能力開発・雇用機会の拡

充のための情報交換活動

(2)教材や情報資料の制作、及び電子媒体による情報発信

1、 教材や情報資料の制作、及び電子媒体による情報発信

(3)そ の他 この法人の 目的を達成するために必要な事業

第 2章 会 員
(種 別 )

第 6条  この法人の会員は、次の 3種 とし、正会員 をもって特定非営利活動促進法 (以

下 「法」 とい う。)上の社員 とす る。

(1)正会員  この法人の 目的に賛同 して入会 した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の 目的に賛同 し、財政的に活動を支援する個人また

は団体

(3)名 誉会員 通訳ガイ ド、異文化交流に学識、見識が高い と理事会が認め

た個人または団体

(入 会 )

第 7条

2

3

4

会員の入会について、特に条件は定めない。

会員 として入会 しようとす るものは、理事長が別に定める入会申込書によ

り、理事長に申し込む もの とする。

理事長は、前項の申し込みがあった とき、正当な理由がない限 り、入会を

認めなければならない。

理事長は、第 2項 のものの入会を認めない ときは、速やかに、理由を付 し

た書面をもって本人にその旨を通知 しなければならない。

(入 会金及び会費 )

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入 しなければならない。

(会員の資格の喪失 )

第 9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。



(1)退会届の提出をした とき。

(2)本人が死亡 し、若 しくは失そ う宣告を受け、又は会員である団体が消滅

した とき。

(3)継続 して一年以上会費を滞納 した とき。

(4)除名 された とき。

(退 会 )

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ

とができる。

(除 名 )

第11条 会員が次の各号の一に該当す る場合には、総会の議決により、これを除名す

ることができる。

(1)こ の定款に違反 した とき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を した とき。

2 前項の規定により会員を除名 しようとす る場合は、議決の前に当該会員に

弁明の機会 を与えなければな らない。

(拠出金品の不返還 )

第12条 既に納入 した入会金、会費その他の拠出金品は、返還 しない。

第 3章 役 員

(種別及び定数)

第13条  この法人に、次の役員を置 く。

(1)理事 3人以上 10人以内

(2)監事 1人以上 2人以内

2 理事の うち 1人 を理事長、 1人以上 2人以内を副理事長 とす る。

(選任等 )

第14条 理事及び監事は、総会において選任す る。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選 とす る。

3 役員の うちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは三親等以

内の親族が 1人 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等

以内の親族が役員の総数の 3分の 1を 超えて含まれ ることになってはならな

い 。

4 法第20条各号のいずれかに該当す る者は、この法人の役員になることがで

きない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。



(職 務 )

第15条

2

理事長は、この法人を代表 し、その業務 を総理す る。

副理事長は、理事長を補佐 し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠け

た ときは、理事長があらか じめ指名 した順序によってその職務 を代行す る。

理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に

基づき、この法人の業務を執行する。

監事は、次に掲げる職務 を行 う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の

行為又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見 した

場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をす るために必要がある場合には、総会 を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見

を述べること。

3

4

(任期等 )

第16条 役員の任期は、 2年 とする。ただ し、再任 を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又

は現任者の任期の残存期間 とす る。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任す るまでは、その

職務を行わなければな らない。

(欠 員補充 )

第17条 理事又は監事の うち、その定数の 3分の 1を超 える者が欠けた ときは、遅滞

なくこれを補充 しなければな らない。

(解 任 )

第18条 役員が次の各号の一に該当す る場合には、総会の議決により、これを解任す

ることができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪 えないと認められ るとき。

(2)職務上の義務違反その他役員 としてふ さわ しくない行為があった とき。

2 前項の規定により役員を解任 しようとす る場合は、議決の前に当該役員に

弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等 )

第19条 役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行す るために要 した費用を弁償す ることができる。

3 前 2項に関 し必要な事項は、総会の議決 を経て、理事長が別に定める。



第 4章 会 議
(種 別 )

第20条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とす る。

2 総会は、通常総会及び臨時総会 とす る。

(総会の構成 )

第21条  総会は、正会員をもって構成す る。

(総会の権能 )

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)借入金 (そ の事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除 く。第

49条 において同 じ。 )

(9)そ の他新たな義務の負担及び権利の放棄

(10)解散における残余財産の帰属

(11)事務局の組織及び運営

(12)そ の他運営に関す る重要事項

(総会の開催 )

第23条  通常総会は、毎年 1回事業年度終了後 3ヶ 月以内に開催す る。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要 と認め、招集の請求を した とき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上か ら会議の 目的を記載 した書面により招集の

請求があった とき。

(3)監事が第15条第 4項第 4号の規定に基づいて招集す るとき。

(総会の招集 )

第24条  総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集す る。

2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があった ときは、

その 日か ら30日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。



3 総会を招集す る場合には、会議の 日時、場所、 目的及び審議事項を記載 し

た書面または電磁的方法により、開催の 日の少なくとも 5日 前までに通知 し

なければな らない。

(総会の議長 )

第25条  総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中か ら選出す る。

(総会の定足数 )

第26条 総会は、正会員総数の 2分の 1以 上の出席がなければ開会す ることはできな

い 。

(総会の議決 )

第27条  総会における議決事項は、第24条第 3項の規定によってあらか じめ通知 した

事項 とする。

2 総会の議事は、この定款に規定す るもののほか、出席 した正会員の過半数

をもって決 し、可否同数の ときは、議長の決す るところによる。

(総会での表決権等 )

第28条  各正会員の表決権は平等なもの とする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知 さ

れた事項について、書面若 しくは電磁的方法をもって表決 し、又は他の正会

員を代理人 として表決 を委任す ることができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の規定の適用

については出席 したもの とみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係 を有す る正会員は、その議事の議決

に加わることができない。

(総会の議事録 )

第29条  総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならな

い 。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書 面表決者若 しくは電磁的方法による表決者

又は表決委任者がある場合にあっては、その数 を付記す ること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任 された議事録署名人 2名 が、記名

押印又は署名 しなければならない。

(理事会の構成 )

第30条 理事会は、理事をもって構成する。



(理事会の権能 )

第31条  理事会は、この定款 に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)そ の他総会の議決を要 しない業務の執行に関す る事項

(理事会の開催 )

第32条  理事会は、次に掲げる場合に開催す る。

(1)理事長が必要 と認めた とき。

(2)理事総数の 2分の 1以上か ら理事会の 目的である事項を記載 した書面に

より招集の請求があったとき。

(理事会の招集 )

第33条  理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があった ときは、その 日か ら14日

以内に理事会を招集 しなければな らない。

3 理事会を招集するときは、会議の 日時、場所、 目的及び審議事項を記載 し

た書面又は電磁的方法によ り、開催の 日の少な くとも 5日 前までに通知 しな

ければならない。

(理事会の議長 )

第 34条  理事会の議長は、理事長または理事長が指名 した理事がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第35条  理事会における議決事項は、第33条 第 3項の規定によってあらか じめ通知 し

た事項 とす る。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数 をもって決 し、可否同数の ときは、議

長の決するところによる。

(理事会の表決権等 )

第36条 各理事の表決権は、平等なもの とす る。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか じめ通知 さ

れた事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、

理事会に出席 したもの とみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係 を有す る理事は、その議事の議決

に加わることができない。



(理事会の議事録 )

第37条  理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければなら

ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書 面表決者又は電磁的方法による

表決者にあつては、その旨を付記す ること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任 された議事録署名人 2人が記

名押印又は署名 しなければならない。

第 5章 資 産

(構 成 )

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成す る。

(1)設 立当初の財産 目録に記載 された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産か ら生 じる収入

(5)事業に伴 う収入

(6)そ の他の収入

(区 分 )

第39条  この法人の資産は、特定非営利活動に係 る事業に関する資産 とする。

(管 理 )

第40条 この法人の資産は、理事長が管理 し、その方法は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第41条  この法人の会計は、法第27条 各号に掲げる原則 に従って行わなければならな

い 。

(会計区分 )

第42条  この法人の会計は、特定非営利活動に係 る事業会計 とする。



(事業年度 )

第43条  この法人の事業年度は、毎年 11月 1日 に始ま り、翌年 10月 31日 に終わ

る。

(事業計画及び予算 )

第44条  この法人の事業計画及び これに伴 う収支予算は、毎事業年度 ごとに理事長が

作成 し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算 )

第45条 前条の規定にかかわ らず、やむを得ない理由により予算が成立 しない ときは、

理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の 日まで前事業年度の予算に準 じ収

入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立 した予算の収入支出 とみなす。

(予備費 )

第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで

きる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予 算の追加及び更正 )

第47条  予算成立後にやむを得ない事由が生 じた ときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をす ることができる。

(事業報告及び決算 )

第48条  この法人の事業報告書、財産 目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成 し、監事の監査 を受け、

総会の議決を経なければな らない。

2 決算上剰余金を生 じた ときは、次事業年度に繰 り越す もの とす る。

(臨機の措置 )

第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄を しようとす るときは、総会の議決 を経なければな らない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第50条  この法人が定款を変更 しようとす るときは、総会に出席 した正会員の 4分の

3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第 3項に規定す る軽微な事項を

除いて所轄庁の認証を得なければならない。



(解 散 )

第51条

2

3

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的 とする特定非営利活動に係 る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消 し

前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の

3以上の承諾を得なければならない。

第 1項第 2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければな

らない。

(残余財産の帰属 )

第52条  この法人が解散 (合併又は破産手続き開始の決定による解散を除 く。)した

ときに残存す る財産は、法代11条第 3項 に掲げる法人の うち、総会において議

決 された者に譲渡す るもの とす る。

(合 併 )

第53条 この法人が合併 しようとす るときは、総会において正会員総数の 4分 の 3以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第54条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示す るとともに、官報に掲載 して

行 う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第55条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置す る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 く。

(職員の任免 )

第56条  事務局長及び職員の任免は、理事長が行 う。

(組織及び運営 )

第57条  事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別

に定める。



第10章 雑 則

(細 則 )

第 58条 この定款 の施行 について必要な細則は、理事会の議決 を経て、理事長が これ

を定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の 日か ら施行す る。

2 この法人の設立当初の役員は、別表の とお りとする。

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第 1項の規定にかかわ らず、この法

人の成立の 日か ら2007年 1月 31日 まで とする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条 の規定にかかわ らず、この法人の成立

の 日か ら2005年 10月 31日 まで とす る。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条 の規定にかかわ らず、設

立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわ らず、次に掲げ

る額 とす る。

(1)入会金  正会員  (個人・団体)       0円
賛助会員 (個 人・団体)    30,000円

(2)年会費  正会員  (個人・団体)    10,000円
賛助会員 (個人・ 団体)  一 口 20,000円 (一 日以上 )

附則

この定款は、令和6年 月 から施行す る。

別 表

氏名

春 田 洋子 (ラ ンデル洋子 )

松岡 明子

後藤 千秋

不破 達雄

勝井 ま り

花井 孝一

  
 

 

設立当初の役員

役職名

理事長

副理事長

理 事

同

同

監 事



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 5年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人__壺回u“Ш蛍墜■ニュニ立
=立

旦上生1三:壁:L」と:五:墾全
1 事業実施の方針

参加型の研修で、参加者が楽 しみながら幅広い分野で実践的な技術向上ができることを目指す。

日本の文化・観光資源、多文化交流への一般市民の関心喚起を心がける。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【7,425】 千円 )
定款に記載

された
事業名 1

定款に記載
された

事業名 2
事業内容 日時 場所

従事者
人数

支盃
対象者
範囲

党盃
対象者
人数

争栗費
(千

円)

通訳 ガイ ド
や コ ミュニ
ケーション・
ス キル の研
究や研 鑽 に
係 わ る研 修
や支援活動

通 訳 ガイ ド

研修会・実地

研修会

新 人 通訳 ガイ ド
実務研修会
<関 東 /関 西地 区
>

東京
3,4
月、

大阪 5
月、

セルフコース
随時

対面 /

オンライン 各 2名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

35名 1,780

ア ー マ 研 究 貧
(最新注 目観光ス
ポッ ト研究)、 他
1) 年 3回 対面 /

オンライン
各 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
3と 化 に
関 心 が
ある者

各回
15名
x3

140

圧 字 。現 場 じ。じ

年 5回 オンラインノ
現地 各 1名

通 訳 仮
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
12名
x5

170

地域 スボ ッ ト研
修
(大阪道頓堀。黒

門市場、銀閣寺界
隈、表参道、
名古屋 <新幹線
、 ヽ
/ノ

年 4回 現地
対面

各 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各国
10名
x4

110

無料ガイ ド・デー
_(観 光地 にて無
料ガイ ドサー ビ
スを提供する)

年 2回 東京
京都

各 2名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
10名
x2

100

GICSS検 足
(仙 台、松島、等 )

年 1回 オンライン 各 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

15名 500

観 光 庁 通 訳 案 内
研修

年 2回 オンライン 各 2名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
20名
x2

380



国 内脈 程 管理 主
任者資格取得・サ
ポー トプ ログ ラ
ム 通年

オンライン/
現地

1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

10名 200

グループ (団体 )

&ロ ン グツア 一ヽ
研修 2月 対 面 2名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

20名 110

ク レー ム フ イ ~・

ドバ ックか ら学
ぶスキル・アップ

年 1回 オンライン 1名

通 訳 仮
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

25名 80

バス芙督 t日 光、
冨士・箱根 )

6
8
月
月

現地 各 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
20名
x2

550

京都一 日研修、体
験付き

年 1回 現地 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

25名 200

Stella l昌墨t英膏昔ノヽ
フォーマ ンスカ
アップ講座

°
) 1‐ 2月

7‐ 8月 オンライン 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
6名
x2

260

日本文化 (美
術、宗教、歴
史等)研究・
指導

専門性研修
端 トイ レ ,

刀、歌舞伎
踊、等 )

(最先
日本

日本舞
年 3回 対面 /

オンライン 各 1名

通 訳 仮
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
15名
x3

200

多 文化 多言
語 コ ミュニ
ケー シ ョン
研究・指導

異文化 コ ミュニ

ケーション研修

年 1回 対 面 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

20名 110

各 種 イベ ン
トの企画・運
営

懇 親 貪  果原ノ大
阪

1

2
月
月

東京
大阪

各 2名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

東京 30
名

大阪 20
名

200

第 4回通訳 ガイ
ドコ ンベ ン シ ョ
ン

9月 東京 10名

通 訳 仮
術 お よ
び 日本
3に1化 に
関 心 が
ある者

150名 950

一般 市 民 向
けガ イ ド講
演会・学習会
の開催

国|
方
関
演

随時 全国各地 各 1名

国 際 交
流 に 関
心 の あ
ス ー 鱈

市民・筆
生

100名 150



教材 や 情 報
資料の制作、
及 び電子 媒
体 に よる情
報発信

教 材 や 情 報
資料の制作、
及 び 電 子 媒
体 に よ る情
報発信

01CSS
On Demand
(レ ッスンコンテン川反売
Vimeo)

5フト+
新規 3
本

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

100

e‐ ラ ーヽ ニ ン グ
コンテンツ製作

随時 全国各地 各 2名

週 訳 仮
術 お よ
び 日 本
文 化 に
関 心 が
ある者

1,135

そ
法
を
た
な

の他
人 の

達成
めに
事業

この
目的
する
必要

「シ:当 な し

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)

定款 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・ 定款変更用

令和 6年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人_』週整1主■.ビ豊ユニュ三:二生:三:≧ユ≧二.Zi」i2凶配:星金

1 事業実施の方針

参加型の研修で、参加者が楽しみながら幅広い分野で実践的な技術向上ができることを目指す。

日本の文化 。観光資源、多文化交流への一般市民の関心喚起を心がける。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【7,315】 千円 )
疋款に記載

された
事業名 1

疋款に記載
された

事業名 2

争栗 内容
日時 場所

従事者
人数

受盃
対象者
範囲

受盃
対象者
人数

事業費
(千

円 )

通 訳 ガイ ド
や コ ミュニ
ケーション・
ス キル の研
究や研 鑽 に
係 わ る研 修
や支援活動

通 訳 ガ イ ド

研修会・実地

研修会

莉 人 通訳 ガイ ド
実務研修会
<関東ノ関西地 区
>

東京
3,4
月、

大阪 5
月、

セルフコース

随時

対面 /

オンライン 各 2名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

35名 1,760

テ ー マ 研 究 会
(最新注目観光ス
ポット研究)、 他
1) 年 3回 対面 /

オンライン 各 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
15名
x3

140

圧 字 。現場 C.C.

年 5回 オンライン/

現地
各 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
12名
x5

170

地域 ス ボ ッ ト研
修 (横浜、上野界
隈、嵐山、他 )

年 4回 現地
対面

各 1名

通 訳 板
術 お よ
び 日本
づヒ1化 に
関 心 が
ある者

各国
10名
x4

110

無料ガイ ド・デー
(観 光地 にて無

料ガイ ドサー ビ
スを提供する) 年 2回 東京

京都
各 2名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
3て 化 に
関 心 が
ある者

各回
10名
x2

100

GICSS検 定
(伊勢地区、高野

幽り、リ
年 2回 オンライン 各 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
15名
x2

950

徘修
斤通訳栗円

年 2回 オンライン 各 2名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
20名
x2

400



国 内 脈 程 官 埋 王
任者資格取得・サ
ポ ー トプ ロ グ ラ
ム 通年

オンラインノ
現地

1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

10名 200

ク レ
ドバ
ぶス

― ム フ イ
ックか ら
キル・アッ

だ多
¬“

プ
年 1回 オンライン 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

25名 80

バス芙督 (日 光
冨± 0箱根 )

6月
8月 現地 各 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
20名
x2

450

バ ス

泊 2 罰習
東北(1

年 1回 現地 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

25名 600

Stella曇塾・短震膏音バ
フォーマンスカ
アップ講座

°
) 1‐ 2月

7‐ 8月 オンライン 1名

通 訳 仮
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
6名
x2

260

日本文化 (美
術、宗教、歴
史等)研究・
指導

専 門性 研 修 t仏教
美術、等 )

年 3回 対面 ノ
オンライン

各 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

各回
15名
x3

150

多文
語 コ
ケー
研究

化 多 言
ミュニ
シ ョン
。指導

異 文 化 コ ミュ ニ

ケー シ ョン研修

年 1回 対 面 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

20名 11()

各 種 イベ ン
トの企画。運
営

懇 親 貸  果 只 ノ大
阪

1月
2月

東京
大阪

各 2名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

東京
名

大阪
名

30

20
250

一般 市 民 向
けガイ ド講
演会。学習会
の開催

国際父流組織、地
方自治体、教育機
関等 にお ける講
演 。広報活動 随時 全国各地 各 1名

国 際 交
流 に 関
心 の あ
る 一 般
市民。学
生

100名 150

一般雨氏、特
に 青 少 年 に
対 して 日本
文 化 や 多 文
化 間 の 円 滑
な コ ミュ ニ
ケ ー シ ョ ン
を 図 る技 術
の紹介事業

観光学科或いは
類似 の学科 を有
する大学、専門学
校 にお ける、講
演・広報活動 随時 全国各地 各 1名

国
流
′い
る
市
生

際 交
に 関
の あ
一 般
民。学

50名 100



イ ン ター ネ
ッ ト上 の サ
イ トの活 用
な どに よ る
能力開発 。雇
用機 会 の拡
充 の た め の
情 報 交 換 活
動

HRSNS等 を活・

用、情報交換の場
を新設、情報提
供、情報交換の場
を設ける 随時 全国各地 各 1名

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

50名 50

教材 や 情報
資料の制作、
及 び電子媒
体 に よる情
報発信

教材 や 情 報
資料の制作、
及 び 電 子 媒
体 に よ る情
報発信

GiCSS
On Demand
(レ ッスンコンテン用反売
Vimeo)

5本+
新規 3
本

通 訳 技
術 お よ
び 日本
文 化 に
関 心 が
ある者

150

e‐ フ 一ヽ ニ ン グ
コンテンツ製作

随時 全国各地 各 2名

通 訳 仮
術 お よ
び 日本
3と 化 に
関 心 が
ある者

1,135

その他 この
法人の目的
を達成する
ために必要
な事業

該 当な し

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)

疋 載記
た
名

に
れ
業

款
さ
事

事業内容 同時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 9号 (法第 10条 。第 25条関係 )

令和5年度 活動予算書 (そ の他事業が上登場合)

特定非営利活動法人通訳ガイド&コ ミュニケーション・スキ

設立 口定款変更用

単位 :円
金  額 小 計 ・ 合 計

5,620,000
40,000

275.000

5,935,1000

(1)通訳ガイドやコミュニケーション・スキルの研究や研餞に係わる研修や支援活動
(2)教材や情報資料の制作、及び電子媒体による情報発信

受取補助金

受取利息

3

正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

200,000
200,000

6,415,000
1,938,000

8,353,000

14.488.(

(1)人件費
給料手当
役員報酬

500,000
840,000

1,340,000

(2)その他経費
研修費
旅費交通費
通信費
外注費
印刷製本費

3,840,000
300,000

6,085,1000

7.425.(〕 (

(1)人件貿
役員報酬

給料手当

2,038,000

(2)その他経費
消耗品費
外注費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
支払手数料

200,000
2,945,000

4,963,000

7.051.《 X

2

14.476.00(

当  期 1 増  滅 額 A 12.00(

過年度損益修正益

災害損失

当 期 i 外 増 滅 C D ・ ・ ②

12.Oα

4.383.742
4_395_741

欅 常 脅 用

:二11:1

liヨ

」理書

a.1日

用  計



書式第 9号 (法第 10条 。第 25条関係 )

令和6年度 活動予算書 (そ の他事業が生登場合)

特定非営利活動法人通訳ガイド&コ ミュニケーション・スキ

設立 口定款変更用

1単位 :円
金  顧 小 計 ・ 合 計

需  :

正会員受取会費
賛助会員受取会費

5,620,000
40,000

275.000

5,935,000

受取寄附金
施設等受入評価益

2
200,000

200,000

受取補助金
3

(1)通訳ガイドやコミュニケーション・スキルの研究や研饉に係わる研修や支援活動

(2)教材や情報資料の制作、及び電子媒体による情報発信

∞

００

8,241,000

受取利息

1 益 14,376.

常

1,340,αЮ

給料手当
役員報酬
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